
報告第14号

   平成28年度伊賀市健全化判断比率等の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項及び

第22条第１項の規定により、平成28年度伊賀市の健全化判断比率及び公営企業会計の資

金不足比率を監査委員の意見を付けて報告する。

  平成29年９月４日提出

伊賀市長 岡 本  栄



伊賀市の健全化判断比率

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率実質公債費比率

242161 三重県 伊賀市 － － 12.5

計算値 △ 2.89 △ 16.55 12.5

うち臨時財政対策
債発行可能額

28,148,303 1,697,461 財政再生基準 20.00 30.00 35.0

標準財政規模
（千円）

早期健全化基準 11.90 16.90 25.0



（単位：％）

将来負担比率

85.3

85.3

（単位：％）

350.0



伊賀市の公営企業会計における資金不足比率

（単位：千円） （単位：％）

資金不足・剰余金 資金不足比率 資金不足比率計算値

病院事業 216,024 － △ 5.8

水道事業 2,945,270 － △ 118.1

農業集落排水事業 66,206 － △ 25.7

公共下水道事業 130,405 － △ 43.8

浄化槽事業 2,307 － △ 14.3

合 計 3,360,212 － △ 207.7

標 準 財 政 規 模 28,148,303

法非適用企業 宅地造成事業以外

会　　計　　名

法適用企業 宅地造成事業以外


